
山梨県老人クラブ等活動推進員設置事業費補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１ 山梨県老人クラブ等活動推進員設置事業費補助金は、高齢者福祉の増進を図るため、

高齢者の生きがい対策事業等に要する経費に対して、予算の範囲内において交付する 

ものとし、その交付に関しては、山梨県補助金等交付規則（昭和３８年山梨県規則第

２５号）に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。         

（補助対象）                                  

第２ 補助の対象となる事業は、山梨県老人クラブ等活動推進員設置事業運営要綱に基づ

き（一社）山梨県老人クラブ連合会が行う事業とする。 

（交付基準）                                  

第３ この補助金の交付額は、別表の第Ⅰ欄に定める基準額と、第Ⅱ欄に定める対象経費

  の実支出額とを比較して少ない方の額を交付額とする。 

ただし、次の種目ごとの額に１，０００円未満の端数が生じた場合には、これを切

り捨てるものとする。  

（交付申請）                                  

第４ この補助金の交付申請は、別紙様式１による申請書を知事が定める日までに知事に

  提出して行うものとする。                      

（交付条件）                                  

第５ この補助金の交付の条件は、次に掲げるとおりとする。            

 （１） 補助事業の内容の変更をしようとするときは、変更承認申請書（別紙様式２）

    を提出し、知事の承認を受けること。ただし、補助事業の目的の達成に支障をき

    たさない事業計画の細部の変更であって、交付決定を受けた補助金の額の増額を

    伴わない場合はこの限りでない。 

 （２） 事業を中止し、又は廃止する場合には、別紙様式３による事業中止（廃止）承

認申請書を提出し、知事の承認を受けなければならない。 

（３） 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、

速やかに知事に報告し、その指示を受けなければならない。        

（４） 山梨県老人クラブ連合会にあっては、事業に係る収入及び支出を明らかにした

   帳簿を備え、当該収入及び支出について、証拠書類を整理し、事業完了後５年間

   保管しておかなければならない。 

 



（変更交付申請）                                

第６ この補助金の交付決定後の事情の変更により、申請の内容を変更して追加交付申請

  等を行う場合には、変更交付申請書（別紙様式４）を別に定める日までに知事に提

  出しなければならない｡ 

（補助金の交付）                                

第７ この補助金の交付は、精算払いとする。ただし、知事が必要と認めたときは、概算

  払いをすることができる。                          

 ２ 補助金の概算払いを受けようとするときは、別紙様式５による概算払請求書を知事

  に提出するものとする。               

（実績報告）                                  

第８ この補助金の実績報告は、別紙様式６による事業実績報告書を、事業が完了した日

  若しくは廃止の承認を受けた日から起算して１か月を経過した日又は補助金等の交

  付を決定した年度の翌年度の４月１０日のいずれか早い期日までに知事に提出する

  ものとする。 

（その他）                                   

第９ 特別の事情により第３、第４及び第５並びに第８に定める算定方法、手続きによる

  ことができない場合には、あらかじめ知事の承認を受けて、その定めるところによる

  ものとする。                                 

 

附則 この要綱は、平成４年４月１日から適用する。               

   平成４年３月９日付け長第３－３４号山梨県厚生部長通知「山梨県老人福祉費 

 （在宅）補助金交付要綱」は廃止する。                     

附則 この要綱は、平成５年４月１日から適用する。 

附則 この要綱は、平成６年４月１日から適用する。                

附則 この要綱は、平成７年４月１日から適用する。                

附則 この要綱は、平成８年４月１日から適用する。                

附則 この要綱は、平成９年４月１日から適用する。                

附則 この要綱は、平成１０年４月１日から適用する。 

附則 この要綱は、平成１１年４月１日から適用する。 

附則 この要綱は、平成１２年４月１日から適用する。 

附則 この要綱は、平成１５年４月１日から適用する。 

附則 この要綱は、平成１９年３月２９日から施行し、平成１８年４月１日から適用 

する。 



附則 １ この要綱は、平成２１年７月２７日から施行し、平成２１年４月１日から適用

する。 

   ２ 「山梨県高齢者社会活動推進等事業費補助金交付要綱」で規定する「老人クラ

ブ等活動推進員設置事業」については、当該要綱の一部改正により平成２１年４

月１日から「山梨県老人クラブ等活動推進員設置事業費補助金交付要綱」で規定

するものとする。 

附則 この要綱は、令和３年９月１日から施行し、令和３年４月１日から適用する。 

 



別表 

Ⅰ 基 準 額 Ⅱ 対 象 経 費 

次により算出した額の合算額とする。 

１ 推進員１人当たり 2,034,000 円 

２ 知事が必要と認めた額 

・老人クラブ等活動推進員の設置運営に

必要な給料 

・職員手当等 

・共済費 

 



別紙様式１ 

 第     号 

年  月  日 

 

山梨県知事       殿 

 

（一社）山梨県老人クラブ連合会  

 会長              

 

 

令和  年度山梨県老人クラブ等活動推進員設置事業費補助金交付申請書 

 

 

このことについて、別紙計画書のとおり実施したいので、山梨県老人クラブ

等活動推進員設置事業費補助金交付要綱第４条の規定により、関係書類を添え

て補助金の交付を申請します。 

 

１ 申請額    金          円 

２ 添付書類 

（１）山梨県老人クラブ等活動推進員設置事業費補助金所要額調（様式１） 

（２）基準額内訳書（様式２） 

（３）事業計画書（様式３） 

（４）歳入歳出予算書（見込書）抄本 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様　式　１

種　　　　目
対 象 経 費
支 出 予 定 額

Ａ

基 準 額
Ｂ

県 補 助 所 要 額
Ｃ

備　　考

老 人 ク ラ ブ 等
活 動 推 進 員
設 置 事 業 費

円 円 円

山梨県老人クラブ等活動推進員設置事業費補助金所要額調

（一般社団法人　山梨県老人クラブ連合会）



様式２

基　準　額　内　訳　書

対象人数 基準単価 基準額

推　進　員 人 2,034,000円 円

知事が必要
と認めた額

円 円

合計 円 円

注：「知事が必要と認めた額」の「基準単価」については、毎年度、県から通知するものとする。

区　　　分

老人クラブ等
活動推進員
設置事業費



様式３

事業計画書

（１） 老人クラブ等活動推進員設置の状況

職　名

（ 人）

県補助金 その他(会費等) 合　計

円 円 円

人件費 その他 合　計

円 円 円

対象経費支出予定額

円

円

円

円

年齢

合計

（２） 社会奉仕活動等の調査研究に関すること

（５） 老人クラブ指導者研修会等の開催に関すること

（２） 人件費所要額内訳

氏名

（６） 老人クラブ活動事例等の調査及び紹介に関すること

（７） 各種催物に関すること

（８） 若手高齢者による組織化の支援及び若手高齢者の意識・実態に係わる調査等の

（９） その他高齢者能力開発情報センターへの協力等、老人の福祉向上に関すること

　　　老人クラブの加入促進に資する各種事業に関すること

歳　出

（４） 市町村老人クラブ連合会の活動促進、育成指導に関すること

推進員

事務職員

氏　　名

事　務　局
の　組　織

（３） 地域活動、教養活動及び健康活動の展開に関すること

甲府市北新一丁目２番１２号
　一般社団法人　山梨県老人クラブ連合会

（老人クラブ等活動推進事業実施計画）

（１） 老人の社会参加促進のための企画立案に関すること

配
　
置
　
先
　
の
　
状
　
況

配　置　先

活動推進

員 設 置

事 業 費

歳　入



別紙様式２ 

第     号 

年  月  日 

 

山梨県知事       殿 

 

（一社）山梨県老人クラブ連合会  

 会長              

 

 

令和  年度山梨県老人クラブ等活動推進員設置事業変更承認申請書 

 

 

令和  年  月  日付け  第     号により交付決定のあったこ

のことについて、次の理由により変更したいので、山梨県老人クラブ等活動推

進員設置事業費補助金交付要綱第５条第１号の規定により、申請します。 

 

１ 変更の理由 

 

 

 

２ 添付書類 

（１）山梨県老人クラブ等活動推進員設置事業費補助金所要額調（様式１） 

（２）基準額内訳書（様式２） 

（３）事業変更計画書 

（４）歳入歳出予算書 



別紙様式３ 

第     号 

年  月  日 

 

山梨県知事       殿 

 

（一社）山梨県老人クラブ連合会  

 会長              

 

 

 令和  年度山梨県老人クラブ等活動推進員設置事業費補助金 

事業中止(廃止)承認申請書 

 

 

令和  年  月  日付け  第     号により交付決定のあったこ

のことについて、次の理由により中止（廃止）したいので、山梨県老人クラブ

等活動推進員設置事業費補助金交付要綱第５条第２号の規定により、申請しま

す。 

 

１ 中止（廃止）の理由 

 

 

 

２ 添付書類 

（１）申請時までの事業の進行状況（事業実績報告書の様式を準用のこと） 

（２）その他参考資料



別紙様式４ 

第     号 

年  月  日 

 

山梨県知事       殿 

 

市町村長  

 

令和  年度山梨県老人クラブ等活動推進員設置事業費補助金変更交付申請書 

 

 

このことについて、山梨県老人クラブ等活動推進員設置事業費補助金交付要

綱第６条の規定により、関係書類を添えて補助金の交付を申請します。 

 

１ 変更交付申請額    金      円 

  （うち今回追加申請額 金      円） 

２ 添付書類 

（１）山梨県老人クラブ等活動推進員設置事業費補助金所要額調（様式１） 

（２）基準額内訳書（様式２） 

（３）事業計画書（様式３） 

（６）その他参考となる資料 



別紙様式５ 

第     号 

年  月  日 

 

山梨県知事       殿 

 

（一社）山梨県老人クラブ連合会  

 会長           印  

 

概 算 払 請 求 書 

 

令和  年  月  日付け  第    号により交付決定のあった令和 

年度山梨県老人クラブ等活動推進員設置事業費補助金について、山梨県老

人クラブ等活動推進員設置事業費補助金交付要綱第７条第２項の規定により、

次のとおり概算払いを請求します。 

 

記 

 

１ 概算払請求金額   金         円 

 

２ 内訳 

補助金交付 

決定額 ① 

既概算 

交付額 ② 

差 引 額 

①－②＝③ 

今回概算 

請求額 ④ 

備  考 

 

     

 

３ 概算払請求の理由 

 

４ 支払の方法 

① 現  金  指定金融機関名                  

② 口座振替  振込先銀行名           預金種別（当座・普通） 

フ リ ガ ナ 

口座名           №           



別紙様式６ 

第     号 

年  月  日 

 

山梨県知事       殿 

 

（一社）山梨県老人クラブ連合会  

 会長              

 

 

令和  年度山梨県老人クラブ等活動推進員設置事業費補助金事業実績報告書 

 

 

令和  年  月  日付け  第    号により交付決定を受けた令和 

  年度山梨県老人クラブ等活動推進員設置事業費補助金に係る事業実績につ

いて、山梨県老人クラブ等活動推進員設置事業費補助金交付要綱第８条の規定

により、次のとおり報告します。 

 

１ 山梨県老人クラブ等活動推進員設置事業費補助金精算書（様式１） 

２ 基準額内訳書（様式２） 

３ 事業実績報告書（様式３） 

４ 歳入歳出決算書（見込書）抄本 

５ その他参考資料 



様　式　１

種　　　　目
対 象 経 費
実 支 出 額

Ａ

基 準 額
Ｂ

県 補 助
所 要 額

Ｃ

県 交 付
決 定 額

Ｄ

県 補 助 金
受 入 済 額

Ｅ

差 引
過 不 足 額

Ｆ
（Ｅ－Ｄ）

老人クラブ等
活 動 推 進 員
設 置 事 業 費

円 円 円 円 円 円

山梨県老人クラブ等活動推進員設置事業費補助金精算書

（一般社団法人　山梨県老人クラブ連合会）



様式２

基　準　額　内　訳　書

対象人数 基準単価 基準額

推　進　員 人 2,034,000円 円

知事が必要
と認めた額

円 円

合計 円 円

注：「知事が必要と認めた額」の「基準単価」については、毎年度、県から通知するものとする。

区　　　分

老人クラブ等
活動推進員
設置事業費



様式３

事業実績報告書

（１） 老人クラブ等活動推進員設置の状況

職　名

（ 人）

県補助金 その他(会費等) 合　計

円 円 円

人件費 その他 合　計

円 円 円

対象経費支出予定額

円

円

円

円

事　務　局
の　組　織

（３） 地域活動、教養活動及び健康活動の展開に関すること

甲府市北新一丁目２番１２号
　一般社団法人　山梨県老人クラブ連合会

（老人クラブ等活動推進事業実施計画）

（１） 老人の社会参加促進のための企画立案に関すること

配
　
置
　
先
　
の
　
状
　
況

配　置　先

活動推進

員 設 置

事 業 費

歳　入

推進員

事務職員

氏　　名

（２） 社会奉仕活動等の調査研究に関すること

（５） 老人クラブ指導者研修会等の開催に関すること

（２） 人件費所要額内訳

歳　出

（４） 市町村老人クラブ連合会の活動促進、育成指導に関すること

氏名

（６） 老人クラブ活動事例等の調査及び紹介に関すること

（７） 各種催物に関すること

（８） 若手高齢者による組織化の支援及び若手高齢者の意識・実態に係わる調査等の

（９） その他高齢者能力開発情報センターへの協力等、老人の福祉向上に関すること

　　　老人クラブの加入促進に資する各種事業に関すること

年齢

合計


